
地域公共交通計画策定に係る調査事業について 

 

 (1) 事業の概要 

  ア 平成 28年３月に策定した「日立市地域公共交通網形成計画」が、令和６年３月

31日をもって計画期間満了になることに伴い、同計画で位置付けた推進項目につ

いての事業達成状況の確認・評価を行うとともに、引き続き、持続可能な公共交

通の維持確保を目指すため、今後推進すべき施策を体系化した「地域公共交通計

画」を策定する。 

  イ 計画の策定に当たっては、今年度（令和４年度）、市民や公共交通利用者等への

需要調査等を行い、市内公共交通における移動需要や、公共交通運営状況等を把

握・分析することで、公共交通における現況の整理及び課題の抽出を行う。 

  ウ なお、調査事業の実施に当たっては、専門的なデータの取り扱いが想定される

ことから、より効果的な調査及び結果分析を行うため、調査業務を外部業者に委

託する。 

    

 

 

 

 

 (2) 調査の内容 

  ア 日立市地域公共交通網形成計画（以下、網形成計画）の評価 

    網形成計画で位置付けた計画目標や実施事業について、目標達成状況や事業実

施状況を整理し、網形成計画の評価を行うとともに、市内公共交通の現況を把握

する。 

  イ 市民の移動需要の把握・分析 

   (ｱ) 日立市内居住者を対象に市民アンケートを実施し、市民の移動特性と公共交

通に関する需要を把握、分析する。 

   (ｲ) 市内 5,000世帯（無作為抽出）を対象に、１世帯２票を郵送等で配布・回収

を予定する。（想定回収率 30％：1,500世帯程度） 

    ※アンケートの設問内容（案）については、別添のとおり 

  ウ 公共交通利用者の移動需要の把握・分析 

   (ｱ) 市内路線バス等の利用者を対象にアンケートを実施し、実際に公共交通を利

用している者の移動特性と公共交通に関する需要を把握、分析する。 

   (ｲ) 市内を運行する路線バス等の車内でアンケート用紙を配布し、郵送等での回

収を予定する。（目標配布数：1,800票、想定回収率 30％：540票程度） 

  エ 路線バス等運営状況の把握・分析 

    市内を運行する路線バス（運営事業者：茨城交通株式会社、椎名観光バス株式

会社）及び地域交通（みなみ号、なかさと号）の運行状況、利用人数、収支状況

等を把握し、市内公共交通の運営状況を把握、分析する。 

 

【参考】 

現在、人口減少の本格化に伴い、多くの地域で公共交通サービスの縮小や経営悪化等による地

域公共交通の維持確保が厳しくなる一方、高齢者の運転免許返納件数の増加等から、受け皿とな

る移動手段を確保することが喫緊の課題となっており、令和２年 11 月には、国が定める「地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部が改正され、地域公共団体が中心となって推進

する「地域公共交通計画」の策定が努力義務化された。 
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  オ 公共交通の課題整理 

    上記アンケート等の調査結果を分析し、日立市内における公共交通の課題を整

理し、持続可能な公共交通の維持・確保に向けた、課題への対応策を検討する。 

 (3) 事業スケジュール（計画策定までの流れ） 

実施時期 内  容 

令 和 ４ 年 度 

令和４年５月 30日 ・公共交通会議の開催 

地域公共交通計画策定調査事業についての説明 

アンケート設問内容（案）の確認 

    ６月初旬頃 ・調査業務委託事業者選定、委託契約締結 

下旬頃 ・公共交通会議の開催 

アンケート設問内容の最終確認 

    ７月～８月 ・アンケート調査等の実施 

市民アンケート、バス利用者アンケートの配布 

路線バス乗り込み調査実施（利用人数の把握） 

各種運営状況データの整理 

    ９月～12月 ・調査結果の分析 

市民アンケート、バス利用者アンケート集計・分析 

運営状況（運行状況、利用人数、収支状況）の分析 

令和５年１月～２月 ・公共交通の課題抽出 

    ３月上旬頃 ・公共交通会議の開催 

 調査結果及び分析結果の報告 

 公共交通の課題整理 

令 和 ５ 年 度 

    ４月上旬頃 

     ～８月頃 

・現況整理及び上位計画との関連性整理 

・計画推進の基本方針の検討 

・計画目標の検討 

・目標達成のための施策検討 

    ５月中旬頃 ・公共交通会議の開催 

 令和５年度事業スケジュールの確認 

 計画策定分科会の立ち上げ（予定） 

    ６月初旬頃 ・計画策定業務委託業者選定、委託契約締結 

    ７月中旬頃 ・公共交通会議の開催 

 基本方針等検討内容の提示 

    ９月～11月 ・計画案の作成（関係機関への提示） 

    12月中旬頃 ・公共交通会議の開催 

 計画案の提示、内容について協議 

令和６年１月 ・計画内容の最終確認、国交省へ提出 

    ３月末 ・地域公共交通計画の認定、計画施行 

（認定から５年間の計画期間を想定） 

 

以 上  


